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区分 単位

所在地及び金額

熊本市 上益城郡益城

町　 　 　 　 　

八代市 水俣市

電柱 1 本 1 年に

つき

1 ， 1 0 0 円 1 ， 0 0 0 円 9 5 0 円 9 2 0 円

電話柱 1 本 1 年に

つき

6 4 0 円 6 0 0 円 5 5 0 円 5 4 0 円

支線柱 1 本 1 年に

つき

6 4 円 6 0 円 5 5 円 5 4 円

共架電線その他上

空に設ける 線類

1 メ ート ル

1 年につき

6 円 6 円 6 円 5 円

地下に設ける 電線

その他の線類

1 メ ート ル

1 年につき

4 円 4 円 3 円 3 円

変圧塔その他こ れ

に類する も の及び

公衆電話所

1 個 1 年に

つき

1 ， 3 0 0 円 1 ， 2 0 0 円 1 ， 1 0 0 円 1 ， 1 0 0 円

郵便差出箱及び信

書便差出箱

1 個 1 年に

つき

5 4 0 円 5 1 0 円 4 6 0 円 4 5 0 円

鉄塔 1 平方メ ー

ト ル 1 年に

つき

1 ， 3 0 0 円 1 ， 2 0 0 円 1 ， 1 0 0 円 1 ， 1 0 0 円

水道管

、 下水

道管、

外径 0 ． 0

7 メ ート ル

未満のも の

1 メ ート ル

1 年につき

2 7 円 2 5 円 2 3 円 2 3 円

第　 5 7 　 号

　 　 　 熊本県都市公園条例の一部を改正する 条例の制定について

　 熊本県都市公園条例の一部を改正する 条例を次のよ う に制定する こ と と する 。

　 　 令和 6 年 2 月 9 日提出

熊本県知事　 蒲　 島　 郁　 夫　 　 　

　 　 　 熊本県都市公園条例の一部を改正する 条例

　 熊本県都市公園条例（ 昭和 5 3 年熊本県条例第 9 号） の一部を次のよ う に改正する 。

　 別表第 1 の 3 の表を次のよ う に改める 。

3 　 法第 6 条第 1 項又は第 3 項の規定によ り 許可を受けて都市公園を占用する と き の使

用料
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ガス 管

その他

こ れら

に類す

る も の

外径 0 ． 0

7 メ ート ル

以上 0 ． 1

メ ート ル未

満のも の

1 メ ート ル

1 年につき

3 8 円 3 6 円 3 3 円 3 2 円

外径 0 ． 1

メ ート ル以

上 0 ． 1 5

メ ート ル未

満のも の

1 メ ート ル

1 年につき

5 8 円 5 4 円 5 0 円 4 8 円

外径 0 ． 1

5 メ ート ル

以上 0 ． 2

メ ート ル未

満のも の

1 メ ート ル

1 年につき

7 7 円 7 2 円 6 6 円 6 4 円

外径 0 ． 2

メ ート ル以

上 0 ． 3 メ

ート ル未満

のも の

1 メ ート ル

1 年につき

1 2 0 円 1 1 0 円 9 9 円 9 7 円

外径 0 ． 3

メ ート ル以

上 0 ． 4 メ

ート ル未満

のも の

1 メ ート ル

1 年につき

1 5 0 円 1 4 0 円 1 3 0 円 1 3 0 円

外径 0 ． 4

メ ート ル以

上 0 ． 7 メ

ート ル未満

のも の

1 メ ート ル

1 年につき

2 7 0 円 2 5 0 円 2 3 0 円 2 3 0 円

外径 0 ． 7

メ ート ル以

上 1 メ ート

ル未満のも

1 メ ート ル

1 年につき

3 8 0 円 3 6 0 円 3 3 0 円 3 2 0 円
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の

外径 1 メ ー

ト ル以上の

も の

1 メ ート ル

1 年につき

7 7 0 円 7 2 0 円 6 6 0 円 6 4 0 円

興行、 展示会、 集

会その他こ れら に

類する 催し のため

設けら れる 仮設工

作物（ 使用期間が

1 月未満のも のに

限る 。 ）

1 平方メ ー

ト ル 1 日に

つき

3 5 円 2 4 円 8 円 5 円

興行、 展示会、 集

会その他こ れら に

類する 催し のため

設けら れる 仮設工

作物（ 使用期間が

1 月以上のも のに

限る 。 ）

1 平方メ ー

ト ル 1 日に

つき

3 2 円 2 2 円 8 円 5 円

その他の物件 1 平方メ ー

ト ル 1 月に

つき

3 2 0 円 2 2 0 円 8 3 円 5 5 円

　 　 　 附　 則

1 　 こ の条例は、 令和 6 年 4 月 1 日から 施行する 。

2 　 改正後の別表第 1 の 3 の表の規定は、 こ の条例の施行の日以後の占用に係る 使用料に

ついて適用し 、 同日前の占用に係る 使用料については、 なお従前の例によ る 。

　 （ 提案理由）

　 都市公園を占用する 場合の使用料の額を見直す必要がある 。

　 こ れが、 こ の条例案を提出する 理由である 。


